


　　　日野町営駐車場条例の一部を改正する条例

日野町営駐車場条例（平成17年日野町条例第46条）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

別表（第2条関係） 別表（第2条関係）

名　　　称 位　　　置 名　　　称 位　　　置
根雨下町駐車場 日野町根雨287番地 根雨上町駐車場 日野町根雨728番地

根雨下町駐車場 日野町根雨287番地

　　　附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

改正後 改正前




